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基 本 契 約 書 
 

 

 

甲及び乙は、本契約の成立を証するため、本書２通を作成し、各１通を保持する。 

 

２０  年  月  日 

 

甲：東京都千代田区丸の内一丁目６番１号 

株式会社日立製作所 

バリューチェーン・インテグレーション統括本部長 

 

 

乙 

 

第１章 総則 

 

（本契約の目的） 

第１条 甲及び乙は、甲乙間の取引が相互の信頼にその基礎を置

くものであることを認識し、信義に則り誠実に契約を履行し、

もって甲乙間に公正な取引関係を続けることを目的として本

契約を締結する。 

 

（適用範囲） 

第２条 本契約は、甲の本社及び各事業部門の調達担当部署から

乙に対し発注されたすべての目的物（無体物、役務等を含み、

以下「調達品」という。）の具体的取引の契約（以下「個別契約」

という。）に適用される。 

２ 甲が乙に対して甲の子会社（会社法第２条第３号に定める子

会社をいう。）を代理して本契約と同一の内容の契約（以下「本

グループ契約」という。）の締結の申込みを通知した場合には、

乙は、その通知を受領した時点で、乙とその甲の子会社との間

で本グループ契約が締結されることにあらかじめ同意する。 

３ 甲は、乙と本グループ契約を締結した甲の子会社（以下「甲

グループ会社」という。）が本グループ契約及び本グループ契

約に基づく個別契約により負担する債務の履行及び義務の遵

守について、何らの責任を負わない。 

 

（本契約の変更又は補充） 

第３条 本契約は、必要に応じて、書面による甲乙間の合意によ

り変更し、又は補充することができる（以下変更し又は補充す

るために締結した契約を「補充契約等」という。）。 

２ 補充契約等の適用範囲は、次の各号のとおりとする。 

(1) 甲又は甲グループ会社が適用される自己の部門を明示し

て締結した補充契約等（以下「限定補充契約等」という。）は、

その部門から発注された個別契約にのみ適用される。 

(2) 前号以外の補充契約等（以下「一般補充契約等」という。）

のうち甲乙間で締結されたものは、本契約及び本グループ契

約に基づく個別契約に適用される。 

(3) 一般補充契約等のうち甲グループ会社と乙の間で締結さ

れたものは、その甲グループ会社と乙の間の本グループ契約

に基づく個別契約に適用される。 

 

（本契約、個別契約及び補充契約等の優先順位） 

第４条 本契約、個別契約及び補充契約等の内容が抵触する場合

の優先順位は次の各号のとおりとする。 

(1) 個別契約 

(2) 限定補充契約等 

(3) 一般補充契約等のうち前条第 2 項第 3 号に該当するもの 

(4) 一般補充契約等のうち前条第 2 項第 2 号に該当するもの 

(5) 本契約 

 

（届出等） 

第５条 乙は、本契約の締結時に甲が要求する事項を甲所定の様

式により甲に報告し、かつ、次の各号の書類を含む必要書類を

提出する。乙は、甲に報告した内容に変更がある場合には、甲

に対して書面で変更内容を速やかに通知する。また、甲に提出

した書類の内容に変更がある場合には、乙は、甲に対して、変

更後の内容が反映された書類を速やかに提出する。 

(1) 履歴事項全部証明書 

(2) 印鑑証明書 

(3) 代金支払口座の指示書 

 

（書面及び署名の定義） 

第６条 本契約において、書面（注文書、仕様書、図面等を含む。）

には電磁的記録を含み、署名又は記名押印には電磁的記録にお

ける電子署名を含む。 

 

第２章 個別契約 

 

（個別契約） 

第７条 個別契約は、次の各号のいずれかの場合に成立する。 

(1) 甲が乙に対して取引内容を記載した注文書により申し込

み、乙がこれを承諾したとき。 

(2) 甲及び乙が取引内容を記載した書面に署名又は記名押印

したとき。 

 

（個別契約の内容等の確認） 

第８条 乙は、注文書等で指定した仕様書、図面、規格、各種サ

ンプル等により特定される調達品が満たすべき性状又は完成

されるべき仕事の内容（以下「甲の発注仕様」という。）その他

個別契約の内容並びにこれらに関する甲の指図及び説明を確

認する。 

２ 前項の場合において、個別契約の内容並びにこれらに関する

甲の指図及び説明に不明又は疑義があるときは、個別契約の成

立の前後を問わず、乙は、甲に対して速やかに申し出て、甲の

指示に従う。 

 

第３章 調達品の納入 

 

（納期） 

第９条 本契約において「納期」とは、調達品を甲の指定する場

所に納入すべき確定期日をいい、具体的な納期は個別契約にお

いて定める。 

２ 納期変更の効力は、次の各号のいずれかの場合に生じる。 

(1) 「訂正通知」と題する書面を甲が乙に発行し、乙がこれを

承諾したとき。 

(2) 甲及び乙が変更後の納期を記載した書面に署名し又は記

名押印したとき。 

 

（納期前の納入） 

第 10 条 乙は、納期前に調達品を納入しようとする場合には、

事前に甲の承諾を得る。 

収入印紙 
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（納期に納入できないとき） 

第 11 条 乙は、調達品を納期に納入できないことが判明した場

合には、乙の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、甲に対

して直ちに通知する。 

２ 前項の場合において、乙は、甲の指図に従い納期遅延の期間

を最短とするように努める。 

３ 第１項の甲乙間の通知及び第２項の指図等は、第９条（納期）

第２項に定める納期変更に該当しない。 

４ 乙の責めに帰すべき事由により納期までに調達品が納入さ

れなかった場合には、甲は、乙に対してその納期遅延によって

生じた損害の賠償を請求することができる。 

 

（納品書類等の添付） 

第 12 条 調達品の納入時において、乙は、甲に対して次の書類

を提出する。 

(1) 甲の定める納品書類等 

(2) 甲の注文書、仕様書その他個別契約に定める試験成績分析

表、説明書、関係官庁の証明書等 

 

第４章 検査 

 

（中間検査） 

第 13 条 甲は、必要と認めた場合には、乙が調達品を納入する

前に、乙の工場、作業所又は事務所（以下総称して「事業所」

という。）その他の調達品の所在地において中間検査を行い、

乙に必要な指示をすることができる。 

 

（検査） 

第 14 条 甲は、甲の指定する場所に乙が調達品を納入した後、

納入された調達品を検査する。検査方法、合否の基準その他の

検査に関する詳細事項は個別契約に定めるところによるもの

とし、個別契約に定めのない場合には甲乙間の慣行による。 

２ 前項の検査の結果、調達品が不合格（調達品の数量不足が判

明した場合を含む。以下同じ。）となった場合には、甲は、乙に

対して遅滞なく通知する。 

 

（不合格の場合の処置） 

第 15 条 検査の結果、調達品が不合格となった場合において、

甲が乙に対して遅滞なくその旨を通知したときは、甲は、乙に

対して、甲が指定する期間内に、調達品の修補、代替品の納入

若しくは不足分の納入又は個別契約で定めた役務の完全な履

行等の方法による履行の追完を請求することができる。なお、

乙は、甲が指示した方法と異なる方法での履行の追完をするこ

とができない。 

２ 甲は、乙に対して、前項に定める履行の追完に代えて又は履

行の追完とともに、損害の賠償を請求することができる。 

３ 前２項は、甲が乙に対して代金の減額を請求すること又は解

除権を行使することを妨げない。 

 

（不合格品及び過納品） 

第 16 条 乙は、甲の指示に従い、不合格品及び過納品（次条（特

別採用）に基づき甲が引き取ったものを除く。以下本条におい

て同じ。）を直ちに引き取る。 

２ 乙が不合格品及び過納品を引き取らない場合には、甲は、乙

に対してこれを返送し、かつ、返送に要する費用を請求するこ

とができる。 

 

（特別採用） 

第 17 条 前２条にかかわらず、第 14 条（検査）の検査に不合格

となった調達品のうち甲が特別に認めたものについては、甲は、

乙に対して通知することにより、妥当な価格にてこれを引き取

ること（以下「特別採用」という。）ができる。 

２ 前項の場合において、特別採用の価格の決定にあたり調達品

の選別、技術的評価その他特別採用のために要した合理的な費

用が考慮されていないときは、甲は乙に対してその費用を別途

請求することができる。 

 

（所有権移転） 

第 18 条 調達品の所有権は、合格品については検査合格の時に、

特別採用された不合格品については特別採用することを甲が

乙に通知した時に、乙から甲に移転する。 

 

（再納入義務） 

第 19 条 納入された調達品が検査合格の時又は特別採用するこ

とを甲が乙に通知した時の前に滅失、毀損又は変質した場合に

は、乙は、乙の負担で改めて調達品を甲に納入する。ただし、

その滅失、毀損又は変質が甲の責めに帰すべき事由により生じ

たときを除く。 

 

第５章 支払 

 

（支払） 

第 20 条 甲は、当月締切日までに検査合格した調達品及び特別

採用により引き取った調達品を記載した買掛金計上高明細表

（以下「明細表」という。）を作成し、乙に対して遅滞なく交付

する。 

２ 乙が甲に対して明細表の受領日から 10 日以内に書面による

異議申入れをしない場合には、甲は、乙に対して所定期日に所

定の方法により明細表記載の買掛金を支払う。 

 

（相殺） 

第 21 条 甲は、甲の乙に対する第 29 条（支給材の支給方法）に

定める有償支給材の代金、立替金その他の乙に対する金銭債権

について、乙に対して有する買掛金債務と対当額において相殺

することができる。 

２ 前項の相殺をした場合には、甲及び乙は、原則として相互に

領収書を交付する。ただし、甲が乙に対してその明細を通知し

たときは、この限りでない。 

 

第６章 契約不適合責任等 

 

（検査合格後又は特別採用後の保証） 

第 22 条 乙は、甲に対して、調達品が法令に定める基準及び甲

の発注仕様その他の契約の内容に適合しており、かつ、契約に

定める品質を備え、欠陥がないことを保証する。 

２ 検査合格した又は特別採用された調達品について、個別契約

において定めた品質保証期間内（個別契約に品質保証期間の定

めがない場合には、検査合格時又は特別採用の通知時から１年

以内）に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない

（以下「契約不適合」という。）ことが発見され、甲が乙に対し

て遅滞なくその旨を通知した場合には、甲は、乙に対して、甲

が指定する期間内に、調達品の修補、代替品の納入若しくは不

足分の納入又は個別契約で定めた役務の完全な履行等の方法

による履行の追完を請求することができる。なお、乙は、甲が

指示した方法と異なる方法での履行の追完をすることができ

ない。 

３ 甲は、乙に対して、前項に定める履行の追完に代えて又は履

行の追完とともに、損害賠償の請求をすることができる。 

４ 前２項は、甲が乙に対して代金の減額を請求すること又は解

除権を行使することを妨げない。 

５ 第２項に従い履行の追完がなされた調達品については、履行

の追完の完了を甲が承認した日をその調達品の検査合格日と

みなして前３項を改めて適用する。 

６ 乙が調達品の検査合格時又は特別採用の通知時に調達品の

契約不適合を知り若しくは重大な過失によって知らなかった

場合、又は契約不適合が乙の責めに帰すべき事由により生じた

重大なものであった場合には、乙は、第２項の期間経過後に発

見された契約不適合についても本条に定める責任を負う。 

７ 本条は、個別契約の履行完了後も存続する。 

 

（製造物責任） 
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第 23 条 調達品が通常有すべき安全性を欠いていること又は調

達品を組み込んだ甲の製品が調達品に起因して通常有すべき

安全性を欠いていることにより甲と第三者との間に紛争が生

じた場合において、甲から請求があったときは、乙は、乙の責

任と費用負担において、甲を防御し、その紛争を解決する。ま

た、甲又は第三者が損害（原因究明に要する費用、調達品又は

甲の製品の回収、修補、交換等に要する費用、甲から第三者へ

の賠償金相当額を含む。）を被った場合には、前条（検査合格後

又は特別採用後の保証）第 2 項に定める期間の経過後といえど

も、乙は、その損害を賠償する。 

２ 本条は、個別契約の履行完了後も存続する。 

 

第７章 品質管理、製造終了等 

 

（品質の維持、改善） 

第 24 条 乙は、調達品の価格、品質、性能、製作方法等を改善

するため、新技術の開発、改善提案、情報提供等に努める。 

２ 甲は、乙に対して、調達品の製作、品質管理、納期管理、設

備改善等について、必要に応じて指導することができる。 

 

（改良及び保守） 

第 25 条 甲の要請があった場合には、乙は、調達品の納入後も

調達品の改良及び保守について協力し、その条件については甲

乙協議のうえ定める。 

２ 本条は、個別契約の履行完了後も存続する。 

 

（設備の変更等） 

第 26 条 乙が調達品及びその保守用部品の供給能力、品質又は

性能に影響を与えるおそれのある材料、部品、これらの購入先、

構造、工程、製作方法、治工具、生産設備等の改造、変更又は

滅却を行おうとする場合には、乙は、甲に対して事前に通知し、

甲と協議のうえその取扱いについて定める。 

 

（製造終了等） 

第 27 条 乙が調達品の製造又は販売を中止しようとする場合に

は、乙は、甲に対して遅くとも６か月前までに書面により通知

し、かつ、調達品を使用する甲の事業に支障を生じさせないた

めの措置（保守用部品の供給を含む。）を甲と協議のうえ実施

する。 

 

（不具合情報等の通知等） 

第 28 条 乙が次の各号のいずれかの事由を認識した場合には、

乙は、甲に対して直ちにその旨を書面で通知する。 

(1) 調達品又はその同型若しくは類似製品（甲に納入したか否

かを問わない。以下、本条において「調達品等」という。）に

不具合（契約不適合及び欠陥を含む。以下同じ。）があること

又はそのおそれがあること。 

(2) 調達品等に起因して甲の製品に不具合が生じたこと又は

そのおそれがあること。 

(3) 調達品等に第 56 条（環境等への適合）第２項若しくは第

３項の違反又はそのおそれがあること。 

(4) 調達品等に関する検査（甲が要求するもののほか、乙又は

乙の再委託先若しくは購入先の社内規則等で定められたも

のを含む。）の不実施、検査結果又は成績書の改ざん、その他

調達品等の品質に関する乙又は乙の再委託先若しくは購入

先による不適切な行為が発生したこと。 

２ 前項の場合において、甲は、乙に対して、不具合、不適切な

行為及び事故の原因究明、対策実施及び再発防止のために必要

な範囲で、次の各号の措置を請求することができる。乙は、自

己の費用負担でこれらに応じる。 

(1) 甲が合理的に要求する情報を甲に提供すること。 

(2) 甲が乙並びに乙の再委託先及び購入先（いずれも、階層を

問わない。以下本条において同じ。）の事業所に立ち入り、乙

並びに乙の再委託先及び購入先の設計、製造その他の活動に

ついて監査を行うこと。 

(3) 不具合、不適切な行為及び事故の対策案並びに再発防止策

を作成して提出すること。 

３ 前項第２号の場合において、乙は、甲が乙の再委託先及び購

入先に対して監査を実施することについて、再委託先及び購入

先からあらかじめ同意を取得する。 

４ 本条は、本契約に基づくすべての個別契約の履行が完了し又

は解除された後も存続する。 

 

第８章 支給材、機械器具等 

 

（支給材の支給方法） 

第 29 条 甲は、調達品の品質、性能及び規格適合性の維持その

他正当な理由がある場合には、乙に対して、調達品の製作等に

必要な又は調達品に組み込まれる材料、部品等（以下「支給材」

という。）を供給することができる。 

２ 前項の供給は、原則として、甲が定める金額による有償支給

とし、甲の指定する場所にて行う。 

 

（支給材の検査及び通知義務） 

第 30 条 乙は、支給材の受け取り後遅滞なく検査し、種類若し

くは品質に関する問題又は数量の過不足を発見した場合には、

甲に対して直ちに通知する。 

２ 乙は、前項の検査時に発見できなかった種類若しくは品質に

関する問題又は数量の過不足を後に発見した場合には、甲に対

して直ちに通知し、乙は甲の指示に従う。 

 

（支給材の所有権） 

第 31 条 支給材の所有権は、有償支給の場合には代金が完済さ

れた時に甲から乙に移転し、無償支給の場合には甲に帰属する。 

 

（機械器具等の貸与） 

第 32 条 甲が乙に対して調達品の製作等に必要な機械器具等を

貸与する場合には、甲及び乙は、貸与期間、賃料、支払方法等

を別途締結する契約において定める。 

 

（支給材、機械器具等の保管） 

第 33 条 乙は、支給材及び機械器具等を善良な管理者の注意を

もって保管し、次の各号を遵守する。 

(1) 支給材、機械器具等を本契約又は個別契約の履行の目的の

範囲外に使用しないこと。 

(2) 甲の事前の書面による承諾がない限り、支給材及び機械器

具等の第三者に対する再支給、譲渡、貸与、担保権の設定そ

の他の処分を行わないこと。 

(3) 他との混同を避けるため、甲の所有する支給材及び機械器

具等については甲の所有である旨を明示し、帳簿上も区分す

ること。 

２ 次の各号のいずれかの場合には、乙は、直ちにその支給材及

び機械器具等を原状（通常の使用によって生じた損耗及び経年

変化を除く。）に復したうえで、甲に返還する。 

(1) 本契約に基づくすべての個別契約の履行が完了し又は解

除されたとき。 

(2) 支給又は貸与目的が終了したとき。 

(3) 貸与期間が終了したとき。 

(4) その他甲が必要と認めるとき。 

 

（支給材、機械器具等の滅失又は損傷） 

第 34 条 甲の所有する支給材又は機械器具等が滅失又は損傷し

た場合には、乙は、甲に対して直ちに通知する。 

２ 前項の場合において、甲は、支給材又は機械器具等の修補又

は代替品の提供をすることができる。なお、支給材又は機械器

具等の滅失又は損傷が乙の責めに帰すべき事由によるときは、

甲は、乙に対して、支給材又は機械器具等の修補又は代替品の

提供に要した費用を請求し、かつ、甲に生じた損害の賠償を請

求することができる。 

３ 本条は、本契約に基づくすべての個別契約の履行が完了し又

は解除された後も存続する。 
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（ソフトウェアの提供） 

第 35 条 本契約又は個別契約の履行のために甲が乙にソフトウ

ェア（以下「甲提供ソフトウェア」という。）を提供する場合に

は、乙は、次の各号を遵守する。 

(1) 本契約又は個別契約の履行の目的の範囲外で甲提供ソフ

トウェアを使用しないこと。 

(2) 甲の事前の書面による承諾がない限り、甲提供ソフトウェ

アを再使用許諾、貸与、リースその他の方法で第三者に使用

させないこと。 

(3) 甲提供ソフトウェアをリバースエンジニアリング、逆アセ

ンブル又は逆コンパイルしないこと。 

(4) 本契約に基づくすべての個別契約の履行が完了し若しく

は解除された場合又は甲から要求があった場合には、甲提供

ソフトウェアの使用を中止し、乙のコンピューターシステム

から甲提供ソフトウェアを消去するとともに、甲提供ソフト

ウェアを記録した媒体を甲に返還すること。 

２ 甲提供ソフトウェアの著作権は、甲又はその権利を有する第

三者（以下「原権利者」という。）に帰属する。甲提供ソフトウ

ェアの提供によって、甲提供ソフトウェアの著作権が甲又は原

権利者から乙に移転するものではない。 

３ 乙が甲提供ソフトウェアに関して甲又は原権利者と個別の

契約を締結した場合には、乙は、その契約の定めに従い、甲提

供ソフトウェアを使用する。なお、甲提供ソフトウェアの使用

に関する個別の契約には、甲提供ソフトウェアの起動時等に装

置又は装置に接続された出力装置の映像面に表示される契約

書又は甲提供ソフトウェアに添付された契約書を含む。 

 

第９章 情報の取扱い 

 

（秘密情報の定義） 

第 36 条 「秘密情報」とは、本契約又は個別契約の締結前の交

渉段階及び締結後の履行段階において、相手方から秘密と指定

して開示された情報（口頭、書面その他開示の方法を問わない。）

をいう。なお、次の各号の情報は、秘密指定の有無にかかわら

ず甲の秘密情報に含まれる。 

(1) 甲が乙に貸与又は提供する図面及び仕様書、プログラム、

サンプル、試作品、材料、半製品並びに設備に関する情報 

(2) 甲が乙に提示した購入予算額及び単価、乙が甲に提示した

販売価格及び単価並びに甲乙間で合意した価格及び単価に

関する情報 

(3) 個別契約の締結前の交渉の内容及び個別契約の内容 

(4) 第 40 条（アクセス権限の付与）に定める甲システムに記

録された甲の情報及び乙が甲システムのアクセスを通じて

知り得た甲の情報 

２ 前項にかかわらず、次の各号の情報は秘密情報に含まれない。 

(1) 相手方から開示された時点で、秘密保持義務を負うことな

く既に保有していた情報 

(2) 相手方から開示された秘密情報によることなく独自に開

発した情報 

(3) 相手方から開示された時点で公知の情報、及び開示後受領

した者の故意又は過失なくして公知となった情報 

(4) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した

情報 

３ 甲及び乙は、相手方から提供された情報が秘密情報であるか

否かに疑義がある場合には、相手方と協議のうえ決定する。 

 

（秘密情報の取扱い） 

第 37 条 甲及び乙は、秘密情報を次の各号に従い取り扱う。 

(1) 本契約又は個別契約締結前の交渉の目的又は本契約又は

個別契約の履行の目的の範囲内でのみ使用、複製又は改変す

る。この場合、複製物又は改変物についても、本条及び次条

に従い取り扱う。 

(2) 善良な管理者の注意をもって秘密に保持し、秘密情報の漏

洩又は目的外使用を防ぐために必要な措置を講じる。 

２ 相手方の秘密情報に接した役員又は従業員が退職する場合

には、甲及び乙は、その役員又は従業員が退職後も本契約に定

める義務と同等の秘密保持義務を負う旨の誓約書を提出させ

又は契約書を取り交わし、相手方から要求があったときは、そ

の誓約書又は契約書の写しを提出する。 

３ 秘密情報の漏洩その他本条及び次条（第三者開示の禁止）の

規定に違反する行為があった場合には、甲及び乙は、相手方に

対して直ちに通知し、その指示に従い対応する。 

４ 本契約に基づくすべての個別契約の履行が完了し若しくは

解除された場合又は相手方から要求があった場合には、甲及び

乙は、速やかに秘密情報を返却、破棄又は消去する。ただし、

法令上保存義務のある情報又は情報システムのバックアップ

に含まれる等により破棄又は消去が技術的に困難な情報は、こ

の限りでない。 

 

（第三者開示の禁止） 

第 38 条 甲及び乙は、本契約又は個別契約の履行のために秘密

情報に接する必要のある役員及び従業員以外の第三者に対し

て、相手方の秘密情報を開示してはならない。ただし、次の各

号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 

(1) 相手方の事前の書面による承諾があるとき。 

(2) 乙が第 57 条（再委託の禁止）第１項ただし書に基づき再

委託先に対して再委託する業務の履行に必要な範囲におい

て開示するとき。 

(3) 甲が甲の関係会社（財務諸表等の用語、様式及び作成方法

に関する規則第８条第８項に定める関係会社をいう。以下同

じ。）に対して共同購買及び委託購買の目的のために必要な

範囲で第 36 条（秘密情報の定義）第 1 項第 2 号の情報を開

示するとき。 

(4) 甲が甲の関係会社に対して、甲の関係会社が乙との本グル

ープ契約又は個別契約の締結の検討に必要な範囲で開示す

るとき。 

(5)甲が甲の関係会社、販売店及び顧客に対して、不具合、不適

切な行為及び事故の原因究明、対策実施及び再発防止のため

に必要な範囲で第 28 条（不具合情報等の通知等）第２項に

基づき取得した情報を開示するとき。 

２ 甲及び乙は、相手方の秘密情報を開示する場合には、本契約

に定める秘密保持義務と同等の秘密保持義務を開示先に遵守

させる。開示先において秘密保持義務違反があった場合には、

開示先に開示した当事者に本契約の違反があったものとみな

す。 

３ 第１項本文にかかわらず、甲及び乙は、国内外の法令、裁判

所の判決、決定若しくは命令又は自己の株式を上場している証

券取引所の規則の遵守に必要な範囲内で相手方の秘密情報を

開示することができる。ただし、甲及び乙は、開示義務の認識

後直ちに相手方に対して書面により通知し、相手方と協議のう

えその利益保護のために必要な措置を講じる。 

４ 本条は、本契約に基づくすべての個別契約の履行が完了し又

は解除された後も 3 年間存続する。 

５ 本グループ契約の場合においては、第１項に定める「甲の関

係会社」を「株式会社日立製作所及びその関係会社」と読み替

える。 

 

（個人情報の保護） 

第 39 条 甲及び乙は、本契約又は個別契約の履行に関して取得

した個人情報を、法令、官公庁の定めるガイドライン等に従い

適切に管理する。 

２ 本条は、本契約に基づくすべての個別契約の履行が完了し又

は解除された後も存続する。 

 

第 10 章 甲のシステムへのアクセス 

 

（アクセス権限の付与） 

第 40 条 乙が、本契約又は個別契約の履行のために甲が管理す

るネットワーク又はコンピューターシステム（以下総称して

「甲システム」という。）にアクセスする必要がある場合には、

乙は、甲に対して、甲システムにアクセスする必要のある乙の

担当者（第 57 条（再委託の禁止）第１項ただし書に基づき乙
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が個別契約の履行を再委託する場合の再委託先の担当者も含

む。）を通知する。 

２ 甲が乙の担当者による甲システムのアクセスを承諾する場

合には、甲は、乙の担当者に甲システムのアクセス権限を付与

する（以下アクセス権限を付与された乙の担当者を「アクセス

権限者」という。）。 

 

（乙の遵守事項及び通知事項） 

第 41 条 乙は、アクセス権限者が甲システムにアクセスするに

あたり、アクセス権限者に対し、甲の情報セキュリティに関す

る規則及び次の各号の事項を遵守させる。 

(1) 本契約又は個別契約の履行の目的の範囲外で甲システム

にアクセスしないこと。 

(2) コンピューターウイルス等の有害なコンピュータープロ

グラムを作成、使用、送信又は掲載する目的で甲システムに

アクセスしないこと。 

(3) 甲の事前の書面による承諾なく、甲システムにコンピュー

タープログラム等をインストールしないこと。 

(4) 甲がアクセス権限を付与していない甲システムにアクセ

スしないこと。 

(5) アクセス権限者以外の者に甲システムにアクセスさせな

いこと。 

(6) 本契約に基づくすべての個別契約の履行が完了し若しく

は解除された場合又はアクセス権限者に付与されたアクセ

ス権限が終了した場合には、直ちに甲システムのアクセスを

終了し、以後もアクセスしないこと。 

２ 乙は、次の各号のいずれかの場合には、甲に対して直ちに書

面で通知する。 

(1) アクセス権限者が異動又は退職等によって甲システムに

アクセスする必要がなくなったとき。 

(2) 本条に違反した甲システムへのアクセスが判明したとき。 

 

（甲による利用状況の監視等） 

第 42 条 甲は、甲システムを介して送受信されるすべての電子

メール等を含む甲システムのアクセス及び利用状況を監視、調

査及び記録することができる。 

 

（アクセス権限の終了） 

第 43 条 次の各号のいずれかに該当する場合には、甲は、アク

セス権限者のアクセス権限を終了することができる。 

(1) 第 41 条（乙の遵守事項及び通知事項）第１項各号の違反

があったとき。 

(2) 前条（甲による利用状況の監視等）の監視、調査の結果、

第 41 条（乙の遵守事項及び通知事項）に違反した甲システ

ムへのアクセスが判明したとき。 

(3) その他甲が必要と認めるとき。 

 

第 11 章 知的財産権 

 

（知的財産権の定義） 

第 44 条 本契約において「知的財産権」とは、日本国及び外国

における特許権、実用新案権、意匠権、商標権、育成者権、回

路配置利用権、著作権、営業秘密その他知的財産に関して法令

により定められた権利又は法律上保護される利益に関する権

利（これらを受ける権利を含む。）の総称をいう。 

 

（調達品の特許権等の帰属） 

第 45 条 個別契約の履行の過程で生じた発明、創作その他の知

的財産等（著作物の作成を除く。以下「発明等」という。）に関

する知的財産権（著作権を除く。以下「特許権等」という。）は、

発明等を行った者が属する当事者に帰属する。 

2 甲及び乙が共同で行った発明等から生じた特許権等は、甲乙

共有とし、それぞれの持分は貢献度に応じて定める。この場合

において、甲及び乙は、相手方の同意を得ることなく、共有の

特許権等を無償で実施することができる。 

３ 甲及び乙は、自己の役員又は従業員が前２項に該当する発明

等をした場合には、相手方に対して遅滞なく通知し、前２項に

従い特許権等の帰属について確認するとともに、その出願、登

録等について相手方と協議する。 

４ 甲及び乙は、本条及び次条（調達品の特許権等の実施許諾）

に定める義務を履行するために、自己の役員又は従業員の職務

発明について特許を受ける権利を自己に帰属させ又は特許権

を自己に承継させるために必要な手続を実施する。 

 

（調達品の特許権等の実施許諾） 

第 46 条 前条（調達品の特許権等の帰属）第１項に基づき乙に

特許権等が帰属する場合又は調達品に関して乙が保有する特

許権等がある場合には、乙は、甲に対して、次の各号のために

必要な範囲について、その特許権等（前条（調達品の特許権等

の帰属）第２項による共有持分を含む。）の通常実施権を非独

占的に許諾する。 

(1) 調達品の使用、修補、譲渡等（譲渡及び貸渡しをいい、調

達品がプログラムの場合には電気通信回線を通じた提供を

含む。以下同じ。）、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出（譲

渡等のための展示を含む。以下同じ。） 

(2) 調達品を組み込んだ製品の生産、使用、修補、譲渡等、輸

出若しくは輸入又は譲渡等の申出 

(3) 調達品を用いて生産した製品の使用、修補、譲渡等、輸出

若しくは輸入又は譲渡等の申出 

(4) 甲の委託先、販売店及び顧客が前各号の行為を行うことの

許諾 

２ 前項に定める実施許諾の対価は、個別契約に定める調達品の

代金に含まれる。 

３ 本条は、個別契約の履行完了後も存続する。 

 

（調達品の著作権） 

第 47 条 調達品に含まれる著作物の著作権（著作権法第 27 条

及び第 28 条の権利を含む。）は、第 14 条（検査）第 1 項に定

める検査合格時又は第 17 条（特別採用）に定める特別採用の

通知時に、乙から甲に譲渡される。ただし、乙が個別契約締結

前から保有していた著作物（以下「既存著作物」という。）の著

作権を除く。 

２ 調達品に第三者が著作権を有する著作物が含まれる場合に

は、乙は個別契約締結に先立って、甲に対して書面により通知

し、甲又は甲の委託先及び顧客がその第三者の著作物を利用で

きるようにするために必要な措置を講じる。 

 

（既存著作物の利用許諾） 

第 48 条 甲は、調達品の利用等に必要な範囲で既存著作物を自

ら利用（使用、複製、改変等を行うことのできる著作権法上の

すべての行為をいい、以下同じ。）し、かつ、甲が甲の委託先、

販売店及び顧客に対して利用を許諾することができる。 

２ 本条に定める調達品及び既存著作物の利用につき、乙は著作

者人格権を行使しない。 

３ 前条（調達品の著作権）に定める著作権の譲渡及び本条に定

める既存著作物の利用許諾の対価は、個別契約に定める調達品

の代金に含まれる。 

４ 本条は、個別契約の履行完了後も存続する。 

 

（第三者の知的財産権に関する紛争処理） 

第 49 条 乙は、調達品又はその使用若しくは販売が第三者の知

的財産権を侵害しないことを保証する。 

２ 甲及び乙は、調達品又はその使用若しくは販売が第三者の知

的財産権を侵害し又はそのおそれがあることを認識した場合

には、相手方に対して速やかに書面で通知する。 

３ 調達品又はその使用若しくは販売が第三者の知的財産権を

侵害しているとして第三者と甲、甲の子会社、委託先、販売店

又は顧客（以下総称して「甲の関係者」という。）との間に差止

請求、損害賠償請求その他の紛争が生じた場合には、乙は、乙

の責任と費用負担において、甲の関係者を防御し、その紛争を

解決する。ただし、甲が第三者との紛争の解決処理を自ら行う

旨を乙に対して通知したときは、乙は、乙の責任と費用負担に
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おいて、甲が行う解決処理につき、技術情報の提供等合理的な

範囲で協力する。 

４ 前項の場合において、甲の関係者による調達品の使用又は販

売が妨げられるおそれがあるときは、乙は、その方法について

甲の事前の書面による承諾を得たうえで、乙の責任と費用負担

により侵害の回避のために必要な措置（代替品の納入、調達品

の改造、第三者からの利用許諾の取得を含む。）を実施する。 

５ 第３項の紛争又は前項の措置の実施に起因して甲の関係者

が損害（甲の関係者が第三者に支払った和解金、解決金その他

の金員、合理的な弁護士費用等を含む。）を被った場合には、乙

はその損害を補償する。 

６ 前３項は、第三者の知的財産権の侵害が甲の関係者の責めに

帰すべき事由のみにより生じた場合には、適用しない。 

７ 本条は、個別契約の履行完了後も存続する。 

 

第 12 章 法令等の遵守 

 

（法令等の遵守） 

第 50 条 甲及び乙は、本契約及び個別契約の履行に関して日本

国及び外国の法令、条例並びにこれらに基づく関係官庁及び業

界団体の通達及び指導等（以下総称して「法令等」という。）を

遵守する。 

 

（贈収賄防止） 

第 51 条 甲及び乙は、本契約及び個別契約の履行に関して贈収

賄防止に関する法令等を遵守する。 

２ 甲及び乙は、本契約及び個別契約の履行に関して、日本国又

は外国における公務員又は私人（相手方の役員、従業員、代理

人等を含む。）に対して、その職務又は職務上の意思決定に不

正の影響を与えるため、金銭その他の利益（賄賂、政治献金、

贈答、接待供応、リベート、便益の提供等の名目を問わない。）

を直接又は間接に提供し、提供の申出を行い、又は提供を約束

してはならない。 

３ 甲及び乙は、前２項に違反する行為又はその疑いを認識した

場合には、相手方に対して速やかに通知する。 

４ 甲又は乙に本条の違反があった場合には、相手方は、催告を

することなく直ちに本契約又は個別契約を解除することがで

きる。この場合において、解除した者は原状回復義務及び相手

方に生じた損害を賠償する責任を負わず、また、解除した者に

損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償する。 

 

（反社会的勢力の排除） 

第 52 条 甲及び乙は、現時点及び将来にわたって自己が次の各

号のいずれにも該当しないことを表明し又は確約する。 

(1) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総

会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これ

らに準ずる者（以下総称して「反社会的勢力」という。）であ

ること又は反社会的勢力であったこと。 

(2) 反社会的勢力が経営を支配していること。 

(3) 代表者、責任者又は経営に実質的に関与している者が反社

会的勢力であること。 

(4) 自己又は第三者の利益を図る目的をもってする等反社会

的勢力を利用していると認められる関係を有すること。 

(5) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を図る等

反社会的勢力に利益を供与していると認められる関係を有

すること。 

(6) 反社会的勢力と密接に交際をする等社会的に非難される

べき関係を有すること。 

(7) 自ら又は第三者を利用して暴力的又は法的な責任を超え

た不当な要求行為を行うこと。 

(8) 自ら又は第三者を利用して取引に関して脅迫的な言動を

し、又は暴力を用いる行為を行うこと。 

(9) 自ら又は第三者を利用して風説を流布し、偽計若しくは威

力を用いて相手方の信用を毀損し又は相手方の業務を妨害

する行為を行うこと。 

(10) その他第７号から第 9 号に準ずる行為を行うこと。 

２ 甲及び乙が本契約の履行のために用いる者（個人か法人かを

問わず、数次の取引先等第三者を介して用いる者を含み、以下

総称して「履行補助者」という。）が前項各号のいずれかに該当

した場合には、甲及び乙は、履行補助者との契約の解除その他

必要な措置を講じる。 

３ 甲及び乙は、自己又は履行補助者が本契約又は個別契約の履

行に関して反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当

介入を受けた場合には、これを拒否し又は履行補助者をして拒

否させるとともに、相手方に対して速やかにその事実を報告し、

相手方による捜査機関への通報に必要な協力を行う。 

４ 甲又は乙に本条の違反があった場合には、相手方は、催告を

することなく直ちに本契約又は個別契約を解除することがで

きる。この場合において、解除した者は原状回復義務及び相手

方に生じた損害を賠償する責任を負わず、また、解除した者に

損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償する。 

 

（輸出管理） 

第 53 条 甲及び乙は、本契約及び個別契約の履行に関して外国

為替及び外国貿易法、米国輸出管理関連法その他の適用される

輸出管理法令等（以下総称して「輸出管理法令」という。）を遵

守する。 

２ 乙が甲に納入する調達品又は提供する技術情報が輸出管理

法令により規制される貨物又は技術に該当する場合には、乙は、

調達品の納入時又は技術情報の提供時に、甲に対してその旨及

びその内容を通知する。 

３ 乙が支給材、機械器具等その他甲から提供された物品又は情

報について直接又は間接に次の各号のいずれかに該当する取

扱いをする場合には、乙は、事前に甲の承諾を得たうえで輸出

管理法令に従い必要な手続をとる。 

(1) 輸出するとき。 

(2) 海外へ持ち出すとき。 

(3) 非居住者へ提供し、又は使用させるとき。 

(4) 前各号に定めるほか、輸出管理法令に定めがあるとき。 

 

（安全確保及び防災） 

第 54 条 乙が本契約及び個別契約の履行に関して甲の事業所又

は第三者の所有する土地若しくは建物に立ち入る場合には、乙

は、法令等並びに甲又は第三者の指示を遵守し、安全、防災及

び環境管理に努める。 

２ 乙が本契約及び個別契約の履行に関して甲の事業所又は第

三者の所有する土地若しくは建物において事故（公害及び環境

汚染を含む。）を発生させた場合には、乙は、直ちに甲又は第三

者に通知し、乙の責任において適切な緊急措置をとり、事故の

再発防止に万全を尽くす。甲は、これらの乙の措置について合

理的な範囲で協力する。 

３ 乙は、前項の事故により甲又は第三者が被った損害を補償す

る。なお、第三者が甲に対して損害賠償を求めた場合には、乙

は、甲に対して必要な情報の提供等合理的な範囲で協力する。 

 

（CSR 及びグリーン調達） 

第 55 条 乙は、本契約及び個別契約の履行に関して、労働、安

全衛生、環境、ビジネス倫理等の企業の社会的責任に関する事

項、並びに環境保全及び調達品についての環境負荷低減等に関

して甲が定める次の各号の最新のガイドラインを遵守し、かつ、

乙の再委託先に遵守させる。 

(1) 「日立グループサプライチェーン CSR 調達ガイドライン」 

(2) 「グリーン調達ガイドライン」 

２ 甲は、前項のガイドラインを次のＵＲＬのウェブサイト上又

は甲が別途通知するウェブサイト上に掲載する。 

http://www.hitachi.co.jp/procurement/csr/index.html 

 

（環境等への適合） 

第 56 条 乙は、本契約及び個別契約の履行に関して環境に対す

る負荷の軽減に努めるとともに、調達品について使用上の環境

負荷の軽減、リサイクル性の向上及び廃棄物の減少に努める。 

２ 乙は、法令等により調達品への使用が原則として禁止されて

http://www.hitachi.co.jp/procurement/csr/index.html
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いる物質及び甲が「グリーン調達ガイドライン」において禁止

物質群として禁止する化学物質が調達品に含まれていないこ

とを保証する。 

３ 調達品に含まれる有害な化学物質の種類及びその含有許容

基準について、甲が乙に対して個別契約の締結時までに書面に

より通知した場合には、乙は、これに違反する調達品を納入し

てはならない。 

４ 甲が前項の通知をした場合には、甲は、乙に対して調達品に

含まれる有害な化学物質の含有濃度を示す資料の提出を求め

ることができる。 

 

第 13 章 その他の義務 

 

（再委託の禁止） 

第 57 条 乙は、調達品の製作その他本契約又は個別契約に基づ

く債務の全部又は一部の履行を第三者に再委託してはならな

い。ただし、乙の子会社に再委託するとき又は甲の事前の書面

による承諾があるときは、この限りでない。 

２ 前項に基づき乙が第三者に債務の履行を再委託する場合に

は、乙は、本契約及び個別契約に定める乙の義務と同等の義務

をその第三者に課し、その履行について一切の責任を負う。 

 

（類似品等の製作販売の禁止） 

第 58 条 乙は、甲の事前の書面による承諾がない限り、自己又

は第三者のために、甲の発注仕様に基づき製作した調達品又は

その類似品の製作、販売等をしてはならない。 

２ 本条は、本契約に基づくすべての個別契約の履行が完了し又

は解除された後３年間存続する。 

 

（直接交渉の禁止） 

第 59 条 乙は、甲の指示がある場合を除いて、調達品に関して

甲の顧客と直接交渉を行ってはならない。 

 

（申告義務） 

第 60 条 乙に次の各号のいずれかの事由が生じる場合には、乙

は、甲に対して相当の期間をおいて事前に書面で通知する。 

(1) 主要株主（乙の議決権の過半数を有する者をいう。）の変更 

(2) 事業の全部又は一部の譲渡、合併、会社分割、株式移転そ

の他の組織再編 

(3) 商号、代表者又は本店所在地の変更 

(4) 社債の発行 

(5) 資本金額の増加又は減少 

(6) 甲乙間の取引に影響を及ぼすおそれのある事業体制の変

更 

(7) その他経営に重大な影響を及ぼす事由 

 

（権利義務の譲渡等の禁止） 

第 61 条 甲及び乙は、相手方の事前の書面による承諾を得るこ

となく、本契約又は個別契約により生じる権利義務の全部又は

一部を第三者に譲渡し、担保に供し、又は処分をしてはならな

い。 

 

（報告及び監査） 

第 62 条 次の各号のいずれかの事由について乙による契約の履

行状況を確認する必要があると甲が認めた場合には、甲は、乙

並びに乙の再委託先及び購入先（いずれも階層を問わない。以

下本条において同じ。）に対して甲が必要と判断する内容の報

告及び資料の提出を求めることができる。 

(1) 第 26 条（設備の変更等） 

(2) 第 33 条（支給材、機械器具等の保管） 

(3) 第 35 条（ソフトウェアの提供） 

(4) 第 37 条（秘密情報の取扱い）から第 39 条（個人情報の保

護）まで 

(5) 第 41 条（乙の遵守事項及び通知事項） 

(6) 第 50 条（法令等の遵守）から第 55 条（ＣＳＲ及びグリー

ン調達）まで 

(7) 第 58 条（類似品等の製作販売の禁止） 

２ 前項各号のいずれかの事由について乙による契約の履行状

況を確認する必要があると甲が認めた場合には、甲は、事前に

乙に通知のうえ乙並びに乙の再委託先及び購入先の事業所に

立ち入り、監査を行うことができる。乙は、甲による監査に協

力する。 

３ 乙は、甲が乙の再委託先及び購入先に対して第１項の報告及

び資料の提出を求めること並びに前項の監査を実施すること

について、乙の再委託先及び購入先からあらかじめ同意を取得

する。 

 

第 14 章 一般条項 

 

（損害賠償請求） 

第 63 条 甲及び乙は、相手方が契約に違反した場合には、これ

によって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、

契約の違反が相手方の責めに帰することができない事由によ

るものであるときは、この限りでない。 

 

（期限の利益の喪失） 

第 64 条 甲又は乙が次の各号のいずれかに該当した場合には、

相手方に対する一切の債務（相手方が第三者の債権を譲り受け

たときは、その債権に対する債務を含む。）につき当然に期限

の利益を失い、直ちに債務を履行する。 

(1) 破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開

始の申立てがあったとき、又は清算手続若しくは特別清算手

続を開始したとき。 

(2) 支払の停止（１回だけの手形、小切手の不渡りを含む。）が

あったとき、又は手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 

(3) 発生記録をした電子記録債権が支払不能になったとき又

は電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。 

(4) 差押え若しくは競売の申立てがあったとき又は滞納処分

を受けたとき。ただし、第三債務者として差押えを受けたと

きを除く。 

(5) 仮差押え、保全差押え又は仮処分の申立てがあったことに

より、本契約又は個別契約の履行が困難であると相手方が合

理的に判断したとき。ただし、第三債務者として仮差押えを

受けたときを除く。 

(6) 関係官庁から営業の許可取消処分若しくは停止処分を受

け、又は営業の許可を返上しようとしたことにより、本契約

又は個別契約の履行が困難であると相手方が合理的に判断

したとき。 

(7) 相手方又は第三者に対する債務の履行猶予の申出、債権者

集会の招集準備、主要資産の処分の準備その他の債務の履行

が困難と認められる事由が生じたとき。 

(8) 次条（本契約及び個別契約の解除）第 1 項又は第 2 項に基

づいて相手方が契約を解除することができるとき。 

 

（本契約及び個別契約の解除） 

第 65 条 甲又は乙が本契約又は個別契約に違反した場合におい

て、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期

間内に履行がないときは、相手方は、直ちに本契約又は個別契

約の全部若しくは一部を解除することができる。 

２ 甲又は乙が次の各号のいずれかに該当した場合には、相手方

は前項の催告をすることなく、直ちに本契約又は個別契約を解

除することができる。 

(1) 債務の全部の履行が不能であるとき。 

(2) 債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

(3) 債務の全部又は一部の履行が不能である場合又はその債

務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合にお

いて、残存する部分のみでは本契約又は個別契約をした目的

を達することができないとき。 

(4) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は

一定の期間内に履行をしなければ本契約又は個別契約をし

た目的を達することができない場合において、履行をしない

でその時期を経過したとき。 
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(5) 前各号に掲げる場合のほか、その債務の履行をせず、相手

方が前項の催告をしても本契約又は個別契約をした目的を

達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らか

であるとき。 

(6) 前条（期限の利益の喪失）の各号（第８号を除く。）のいず

れかに該当したとき。 

３ 甲又は乙が次の各号のいずれかに該当した場合には、相手方

は第１項に定める催告をすることなく、直ちに本契約又は個別

契約の一部を解除することができる。 

(1) 債務の一部の履行が不能であるとき。 

(2) 債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

４ 甲又は乙による本契約又は個別契約の違反が相手方の責め

に帰すべき事由によるものである場合には、相手方は、本条に

より契約の解除をすることができない。 

 

（本契約の解除後の効力） 

第 66 条 本契約の解除は、本契約が解除されるまでに履行が完

了した個別契約には影響しない。 

２ 本契約の解除時において履行が完了していない個別契約に

ついては、当事者間で別途合意した場合を除き、本契約の解除

により個別契約も自動的に解除されたものとみなす。 

３ 本契約の解除は、損害賠償の請求を妨げない。 

 

（甲による個別契約の解除） 

第 67 条 甲は、乙に対する通知により個別契約の全部又は一部

を解除することができる。この場合において、甲は、乙の申出

により、個別契約に定める調達品の代金額を上限として、乙が

契約解除までに支出した費用及び契約解除により支出が必要

となった費用を補償する。ただし、調達品の処分等により乙が

得た収益は補償額から控除する。 

 

（個別契約解除後の措置） 

第 68 条 個別契約が解除された場合には、甲は、乙に対して書

面で通知することにより、次の各号の請求をすることができる。 

(1) 調達品の仕掛品を引き渡すこと。 

(2) 調達品の完成に必要な限度で、乙が所有する原材料、機械

器具、治工具、コンピュータープログラム、図面、設計図書

その他の調達品の設計又は製造に必要な書類若しくは電磁

的記録等を買い取り、賃借し、又は使用の許諾を受けること。 

２ 乙が前項の請求を受けた場合には、乙は、甲に対して直ちに

前項各号に定めるものを引き渡し、甲はこれに対して正当な対

価を支払う。なお、調達品の仕掛品の対価は、仕掛品により甲

が受ける利益の割合に応じた額とし、甲乙協議のうえ決定する。 

３ 甲が第１項の請求をしない場合には、乙は、調達品の仕掛品

について代金又は報酬を請求することができない。 

 

（準拠法） 

第 69 条 本契約及び個別契約は、日本法に準拠し、日本法に従

って解釈される。 

 

（管轄裁判所） 

第 70 条 甲及び乙は、本契約及び個別契約に関する一切の紛争

について、甲の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専

属的合意管轄裁判所とする。 

 

（協議解決） 

第 71 条 本契約及び個別契約に定めのない事項及び疑義のある

事項は、甲乙協議して解決する。 

 

（有効期間） 

第 72 条 本契約の有効期間は、本契約の締結日から起算し満１

年とする。 

２ 期間満了の３か月前までに甲乙いずれからも申出がない場

合には、本契約は、同一条件で更に１年間継続するものとし、

以後も同様とする。 

３ 本契約の有効期間中に締結された個別契約は、その履行完了

まで有効に存続する。 

 

（旧契約） 

第 73 条 甲の調達担当部署から乙に対して発注された調達品に

関する取引について本契約の締結前に甲乙間で締結された基

本契約（以下「旧契約」という。）がある場合には、旧契約は、

本契約の締結と同時に終了する。ただし、旧契約の補充契約等

であって本契約と抵触しないものは、有効に存続する。 

２ 前項の場合において、抵触について疑義があるときは、甲乙

協議して解決する。 

３ 前２項にかかわらず、旧契約に基づき成立した個別契約には、

旧契約が適用される。

以 上 


